
4Tome

き
推
進
し
ま
す
。

　
ま
た
、
縮
ま
る
ど
こ
ろ
か
さ
ら

に
拡
大
し
た
経
済
の
地
域
格
差
の

中
で
、
本
市
の
産
業
振
興
の
構
造

を
改
革
す
る
た
め
、　

年
度
に
策

１９

定
し
た
「
登
米
市
産
業
振
興
総
合

計
画
（
経
済
成
長
戦
略
）
」
の
計

画
的
、
か
つ
積
極
的
な
取
り
組
み

に
よ
り
、
地
域
経
済
戦
略
の
拡
充

と
雇
用
機
会
の
向
上
を
見
据
え
た

地
域
循
環
型
産
業
の
構
築
を
目
指

し
た
事
業
に
取
り
組
み
ま
す
。

　
次
に
、
新
た
な
企
業
支
援
と
雇

用
創
設
を
拡
大
す
る
た
め
、
セ
ン

ト
ラ
ル
自
動
車
の
宮
城
県
進
出
に

伴
う
、
自
動
車
関
連
産
業
の
幅
広

い
分
野
の
企
業
集
積
に
対
応
す
る

災
害
に
強
い

ま
ち
づ
く
り

　施政方針 ― ADMINISTRATION  POLICIES ―

年
度
か
ら
本
格
的
に
ス
タ
ー
ト
し

ま
し
た
が
、
新
た
な
対
策
の
一
つ

「
品
目
横
断
的
経
営
安
定
対
策
」
に

つ
い
て
は
、
そ
の
実
践
検
証
か
ら

国
に
お
い
て
見
直
し
が
進
め
ら
れ

て
い
ま
す
。

　
新
た
な
対
策
が
始
ま
っ
た
中
で
、

全
国
的
な
　
年
産
米
の
過
剰
作
付

１９

け
が
誘
因
と
な
り
、
米
価
の
大
幅

な
下
落
を
引
き
起
こ
し
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
は
　
年
産
米
の
生
産
調
整

２０

面
積
が
拡
大
す
る
な
ど
、
農
業
を

取
り
巻
く
環
境
は
ま
す
ま
す
厳
し

い
状
況
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
追
い
打
ち
を
か
け
る
よ

う
に
世
界
経
済
の
潮
流
と
し
て
、

原
油
価
格
の
高
騰
や
、
地
球
温
暖

化
の
原
因
の
一
つ
で
あ
る
二
酸
化

炭
素
の
排
出
削
減
に
有
効
だ
と
し

て
、
穀
物
の
バ
イ
オ
エ
ネ
ル
ギ
ー

燃
料
へ
の
転
換
に
よ
り
飼
料
用
な

ど
の
穀
物
不
足
が
世
界
的
に
起

こ
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
原

因
に
よ
る
農
業
資
材
、
飼
料
の
価

格
高
騰
な
ど
が
農
家
経
営
を
直
撃

し
て
い
ま
す
。

　
こ
う
し
た
状
況
下
で
、
本
市
が

県
下
に
率
先
し
て
取
り
組
ん
だ

「
農
地
・
水
・
環
境
保
全
向
上
対
策
」

は
、
本
市
の
環
境
保
全
型
農
業
の

根
幹
と
な
る
、
農
業
の
持
続
的
発

展
と
水
田
の
多
面
的
機
能
の
確
立

に
結
び
つ
い
て
お
り
、
力
強
い
農

業
構
造
の
構
築
と
先
進
的
な
営
農

活
動
を
支
援
す
る
た
め
、
引
き
続

民
皆
さ
ん
が
市
政
に
参

加
し
や
す
い
環
境
の
整

備
を
推
進
す
る
た
め
、

「（
仮
称
）
登
米
市
協
働
の
ま
ち
づ

協
働
の

ま
ち
づ
く
り

く
り
推
進
条
例
」
の
制
定
に
必
要

な
検
討
・
準
備
を
進
め
ま
す
。

　
ま
た
、
市
民
皆
さ
ん
が
相
互
の

結
び
つ
き
を
深
め
な
が
ら
、
地
域

の
課
題
解
決
に
向
け
た
行
動
計
画

な
ど
を
ま
と
め
た
、
地
域
の
将
来

ビ
ジ
ョ
ン
と
な
る
「
市
民
が
創
る

地
域
の
ま
ち
づ
く
り
計
画
」
の
策

定
に
向
け
て
取
り
組
み
ま
す
。

　
次
に
、
地
域
自
治
組
織
や
市
民

活
動
団
体
な
ど
が
安
心
し
て
地
域

づ
く
り
や
市
民
活
動
に
参
加
で
き

る
よ
う
に
、
活
動
中
の
負
傷
、
損

害
賠
償
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
事
故
へ

の
補
償
制
度
と
し
て
、
新
た
に

「
市
民
活
動
総
合
補
償
制
度（
５
頁

参
照
）」
を
確
立
し
て
い
き
ま
す
。

誘
致
活
動
を
、
関
係

機
関
と
密
接
な
連
携

の
下
、
鋭
意
努
力
し

ま
す
。

　
ま
た
、
産
業
界
、

大
学
、
行
政
の
産
学

官
連
携
に
よ
り
研

究
・
開
発
さ
れ
た
高

度
な
技
術
の
情
報
収

集
に
努
め
、
そ
の
情

報
を
既
存
企
業
に
提

供
す
る
こ
と
で
、
技

術
力
の
高
度
化
を
支

援
し
ま
す
。
こ
う
し

た
取
り
組
み
の
実
効

性
を
確
保
す
る
た
め
、

引
き
続
き
企
業
誘
致

と
雇
用
創
出
に
向
け
、

市民皆さんが市政に参加しやすい環境の整備を推進するため、「（仮称）
登米市協働のまちづくり推進条例」の制定に向けて検討・準備します

災害時における「共助」の中核となる自主防災組織の結成と育成を推進
し、地域防災劯の向上に貢献できる組織体制づくりを目指します

て
暮
ら
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、

　
年
２
月
に
「
登
米
市
地
域
防
災

１９計
画
」
を
策
定
し
て
、
防
災
体
制

の
強
化
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で

す
。

　
こ
の
計
画
に
基
づ
き
、
災
害
時

に
お
け
る
「
共
助
」
の
中
核
と
な

害
か
ら
市
民
の
生
命
と

財
産
を
守
り
、
市
民
皆

さ
ん
が
安
全
で
安
心
し

災

る
自
主
防
災
組
織
の

結
成
促
進
と
育
成
に

よ
り
地
域
防
災
力
を

高
め
る
組
織
体
制
づ

く
り
を
目
指
し
ま
す
。

ま
た
、
木
造
住
宅
の

耐
震
診
断
を
進
め
、

家
屋
倒
壊
に
よ
る
尊

い
人
命
と
財
産
が
失

わ
れ
る
こ
と
の
な
い

よ
う
、
耐
震
化
に
努

め
ま
す
。

　
さ
ら
に
は
、
民
間

事
業
者
な
ど
と
の
災

害
応
援
協
定
の
締
結

を
進
め
る
と
と
も
に
、

こ
れ
ま
で
協
定
締
結

を
行
っ
た
関
係
機
関

市
と
の
各
種
訓
練
を
実
施
し
ま
す
。

　
次
に
、
市
民
と
の
さ
ら
な
る
情

報
の
共
有
化
を
進
め
て
い
く
た
め

に
、
防
災
行
政
ラ
ジ
オ
の
普
及
を

し
て
い
き
ま
す
。
こ
の
取
り
組
み

に
よ
り
、
災
害
時
に
は
最
も
重
要

と
な
る
市
民
へ
の
情
報
伝
達
を
よ

り
確
実
・
早
急
に
す
る
と
と
も
に
、

災
害
時
の
早
期
初
動
体
制
の
確
保

に
努
め
ま
す
。

新
た
な
工
業
団
地
を
創
設
す
る
取

り
組
み
な
ど
、
ハ
ー
ド
、
ソ
フ
ト

両
面
で
の
環
境
整
備
の
対
策
を
講

じ
ま
す
。

市民活動を応援します
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５月から

　『『『『『『『『『『市市市市市市市市市市民民民民民民民民民民活活活活活活活活活活動動動動動動動動動動総総総総総総総総総総合合合合合合合合合合補補補補補補補補補補償償償償償償償償償償制制制制制制制制制制度度度度度度度度度度『市民活動総合補償制度』』』』』』』』』』』
　　　　　　　　　　　　が始まります
　市では、市民皆さんが安心して市民活動を行うことができるように、活動中の万が一の事故に備えた「市民活

動総合補償制度」を始めます。この制度は、公益的な市民活動中の事故に対して一定水準の補償を行うもので、

万が一事故が起きた場合には、その活動や事故が要件を満たしていれば、保険金が支払われます。

保険の対象となる活動
　市民団体などが行う公益性のある活動（個人や団体などが自発的に行う活動で、広く市民のためになる活動の

ことをいいます）で、無報酬（労働の対価を得ていないことをいい、昼食代、交通費の実費程度は報酬に含みま

せん）で行うものをいいます。

その他
この補償制度は、すべての事故を対象とするものではありません。また補償額も一定水準のものとなっていま

す。必要に応じて民間の保険などに加入してください。

この記事は、総合補償制度の概要をまとめたものです。詳細については、下記までお問い合わせください。な

お、制度の手引きや事故報告書は各総合支所に備え付けています。

【問い合わせ】

　企画部市民活動支援課　 ０２２０（２２）２１７３

　各総合支所地域生活課

具体的な事例
町内会の清掃活動中に参加者が転んで骨折した。

町内会のパトロールでけがをした。

ボランティア活動中に誤って備品を破損した。

地区運動会の準備中に備品を倒してしまい、他

人にけがをさせてしまった。

市が主催する事業をボランティアで手伝ってい

てけがをした。

ＰＴＡ主催のピクニックに参加した子どもが足

を滑らせけがをした。

対象とならない活動の例
個人やグループが趣味として行うスポーツ活動

や文化活動

学校管理下での活動

災害救助ボランティアなどの緊急時の活動

銃器を使用する有害鳥獣駆除活動

野焼き、山焼きなどを伴う活動

政治や宗教または営利を目的とした活動　など

事故が起きたとき
　事故が起きた場合は、各団体の責任者または事

故当事者から事故報告書を提出していただきます。

団体規約、名簿、活動内容などが分かる資料も必

要です。

 賠償責任補償

　市民活動中に第三者の身体・財物などに損害を与え、法律上
の賠償をしなければならない場合に補償します。

※免責金額１万円（自己負担額）

保険金支払限度額区　分

１人につき　　６,０００万円
１事故につき　２億円

身体賠償

１事故につき　１００万円
財物賠償

（受託物含む）

保険金補償額区　分

１人につき３００万円　死亡補償

１人につき９～３００万円　後遺障害補償

１日につき３,０００円（１８０日限度）　入院補償

１日につき２,０００円（１８０日以内の通院で９０
日を限度）

　通院補償

 傷害補償

　市民活動中に従事する人または参加者が、事故で負傷した場
合に補償します。


